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志村小学校・志村第四中学校 小中一貫型学校改築計画 

基本構想・基本計画 報告書 【概要版】 
 
１ 本報告書について 

「いたばし魅力ある学校づくりプラン」前期計画第２期対象校である志村小学校につい
ては、現在地での改築が困難であることから、小中一貫教育推進の視点を取り入れ、志村
小学校と志村第四中学校を施設一体の小中一貫型の学校として、志村四中学校の敷地に整
備を進めていくこととなった。 

これを受け、令和４年２月には、小中一貫型学校（施設一体型）の施設整備を検討する
際に、学校施設整備の基本的な考え方を示した小中一貫型学校（施設一体型）の施設整備
方針を策定している。 

このような状況の中で、志村小・志四中一貫型学校の施設整備における基本構想・基本
計画報告書の策定に向けて、地域特性の把握を目的とした児童・生徒、教職員へのヒアリ
ングやワークショップ、アンケートを実施してきた。 

この度、設計、工事を進めていく上での基本的な考えや指針を示した基本構想・基本計
画報告書をまとめたので報告する。 

 
２ 本報告書にて示す方針 

本報告書で示す方針は、学校施設を整備する上での共通的な方針となる「学校施設整備
における方針」と、地域特性となる各学校個別の「整備条件」や「地域意見」から検討さ
れており、「建替えに関する計画目標」、「建物規模」、「配置計画」の3 点について示して
いる。  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

整備条件 

●学校の現状 
●法的条件 
●敷地条件 

学校・地域意見 

●アンケート 
●学校ヒアリング 
●地域提言書 

[ 地域特性 ] 

学校施設整備における方針 

●新しい時代の学びを実現する学校施設の在り方について 
●板橋区立学校施設標準設計指針 
●小中一貫型学校（施設一体型）の施設整備方針 

[ 共通的な方針 ] 

× 
基本構想・基本計画 

●建替えに関する 
計画目標 

●建物規模 
 ●配置計画 
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3 計画の背景・条件 
（１）周辺環境 
 敷地所在地は東京都板橋区志村 3 丁目 3 番 1 号他１２筆。敷地面積は 12,713.04
㎡。都営三田線志村三丁目駅の南側に位置する。敷地北側を東京都道 311 号環状八号
線、南側は首都高速 5 号池袋線、東側は出井川緑道のある立地となっている。 
都市計画事項 

① 用途地域:第一種住居地域 

② 建蔽率:60% 

③ 容積率:200% 

④ 防火地域の指定:準防火地域 

⑤ 高度地区:第二種高度地区、最高限度 30m 

⑥ 日影規制:4h,2.5h/4m 

周辺道路の状況 

北側:公道 認定幅員 6m 

（建築基準法 42 条 1 項 1 号道路） 

西側:公道 認定幅員 6m 

  （建築基準法 42 条 1 項 1 号道路） 

東側:出井川緑道 

水害への対応について 

荒川氾濫時の洪水ハザードマップでは、想定浸水
深さ 3~5m ⇒ 屋内運動場、防災備蓄倉庫防災設備
機器の設置階は十分な検討が必要 

 
（２）通学区域 

志村小・志村第四中学校の通学区域は板橋
区の中央に位置する。 

現在の志村第四中学校の通学区域内には、
環状八号線、首都高速5 号池袋線、都営地下鉄
三田線をはじめとする大きな交通網が通って
おり、志村小の通学区域の全てが含まれる。 

 
中学校通学区域内に通学区域がある小学校 

・志村小学校  ・志村坂下小学校 
・緑小学校   ・北前野小学校 
・前野小 
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４ 建替えに関する計画目標 
学校施設整備における方針と地域特性を踏まえ、基本方針となる計画目標を定めた。概

要版では、施設全体、分野別、地域連携・協働の視点にて本編より一部抜粋したものを以
下に示す。今後は、この計画目標に基づき、設計・工事を進めていく。 

                 ●・・・学校施設共通計画目標  
〇・・・学校・地域特性を踏まえた計画目標 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

  ●学校と地域合同の防災活動を促進 

●地域、子ども、教員のコミュニティスペース 

●地域住民の学習支援の場 

●地域文化の継承 

●休日利用も踏まえた地域開放 

●図書室・和室・多目的室・家庭科室の地域連携・協働 

○地域連携室・PTA室・ミーティング室・トイレ・武道 

場・アリーナ・グラウンド・音楽室の地域開放 

●地域連携ゾーンの配置、動線に配慮 

交流 

地域連携・協働 

連携・開放 

安全対策 

発表・集会・交流スペース 不登校・いじめ対策 環境配慮 

●保護者、地域関係者との交流 

●「学びのエリア」内の小学校との

交流スペース 

●小中の交流を育める場所 

●自宅と教室の緩衝地帯 

●生徒がリラックスできる環境整備 

●死角を作らない空間づくり 

施設全体方針 

学習環境 

●児童・生徒の発達段階やユニバー

サルデザインに配慮した施設整備 

●日常生活や避難などの緊急時の一

斉活動を踏まえた整備 

〇工事期間中の教育環境、近隣の生

活環境への配慮 

 

●エコスクール化・ZEB化 

●自然エネルギーの効果的利用 

●「脱炭素社会」の実現に寄与 

 

 

●様々な学習形態に対応できる計画 

●家庭ではできない取組にて価値観 

を学べる計画 

●教科ごとに特色のある教育環境を

整備 

●ICTを活かした教科授業への対応 

 

●全ての利用者にとって多種多様な

居場所を計画 

●開放的な空間を持つ施設 

●児童・生徒が交流できる場 

●心の健康相談に対応できる空間 

●教職員が気分転換できる場 

 

居場所 

普通教室・ホームベース 

●普通教室 約72㎡ 

●教科の魅力を活かす空間 

●個別学習、協働学習への対応 

●教育活動の変更への対応 

管理諸室 

●子どもたちに対応しやすい環境 

●コミュニケーションの場となる 

ラウンジ空間 

〇1か所の職員室で小・中の連携 

学校図書館・メディアセンター等 

●グループ学習対応 

●フレキシブルな空間 

●異学年交流できる多様な居場所 

運動施設 

〇屋内外の運動施設はそれぞれ複数

か所整備し、小・中の同時利用 

〇プールは小・中の共用を1か所 

〇体格差が大きいので安全面に配慮 

●自然採光、自然通風 

●ユニバーサルデザインやジェン 

ダーレスにも配慮した全体計画 

●個別機能の分散化 

特別支援教育関係室 あいキッズ 

●車椅子利用者等の避難、物資搬入 

を考慮した計画 

●ハザードマップを考慮した 

機能配置 

 

文化・歴史の保存 

トイレ 

●落ち着いて学びに集中できる配置 

●個別指導・協働活動できるスペー 

スの設置 

○同じフロア又は連携できる室配置 

 

〇遊び場など活動場所の安全面へ 

の配慮 

〇学校とのセキュリティへの配慮 
 

●使用者・利用者の動線に配慮し 

歴史・展示スペースを設置 

○記念樹や像の移植や移設 

 

防災・防犯 

分野別方針 
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５ 建物規模 
以下の条件より、建物規模を検討し、計画目標床面積を設定した。今後、この計画目

標床面積を目安とし、兼用や転用使いの視点、授業展開の実情などを踏まえ、設計を進
めていく。 

 
 
 
 
 
 
 
 
6 配置計画 

３つの配置案に対し、配置検討の際、重要となる項目より比較検討（表１）し、建物
配置を含む配置計画（図１）を決定した。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
７ 工事期間中の学校運営 
（１）校舎工事期間中の学校運営 
  ●志四中 ⇒ 校舎内での活動は通常通り ※校舎外の屋外活動は制限される。 
  ●志村小 ⇒ 敷地内での活動は通常通り 
 
（２）志四中敷地での注意事項 

工事と学校運営が同時に行われる志四中敷地での工事期間中の注意事項とその対応に
ついて以下に示す。今後、対応についての検討を進めていく。 
●音や振動 ⇒ 低振動・低騒音型の重機 
●工事車両 ⇒ ガードマン配置、通行時間帯の制限 
●屋外活動 ⇒ 近隣校との合同実施などの検討 
 
 

 
 

[ 検討条件 ] 

●小学校１８、中学校１５の適正規模の学級数 
●中学校は、教科教室型運営方式 
●教科教室の利用率は８０%以下 
 (８０％を超えるとカリキュラムを組むことが困難) 
●普通教室は、７２㎡ ※既存教室は６４㎡程度 
 (様々な学習形態への対応) 

約１８,０００㎡ 
計画目標床面積 

●校庭確保 
●計画目標床面積 
●関係法令に適合した形状 

[ 建物配置の考え方 ] 
●校舎北側配置案 
●校舎南側配置案 
●校舎中央配置案 

[ ３つの配置案 ] 
校舎中央 
配置案 

●動線計画 ●学校環境 ●周辺環境 
[ 比較要件 ] 

配置検討の際、重要と 
なる項目より比較 
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表１．配置計画比較検討表 



6 

 

図１．配置計画図 


